
 国民のいわゆる「知る権利」は明確に保障されており、行政機関の保有する情報の公開に関する法律、いわゆる

情報公開法に定められ、地方自治体にも情報公開に関する努力義務が規定されています。そのため、地方自治体は

情報公開に関連する条例を定めており、大和市でも情報公開条例を定め制度を実施しています。 

 市民による行政機関への情報開示請求は、行政機関の説明責任や市民の目で行政や議会の行動や手続などを確認

するための監視機能の一部を担っており、大和市議会においても、ホームページで公開していない代表者会の会議

録も情報公開制度の手続きにより、内容を確認することができるなど、非常に重要なものです。 

 そんな中、大阪市が起こした訴訟に関する報道がなされ、世間の注目を集めました。報道の内容は、大阪市の市

民が大阪市の不祥事に端を発し、大阪市に対して大量の情報公開請求や執拗な要求を行い、さらに対応に当たった

職員に対し、誹謗中傷や暴言を吐くなど、業務に支障を与える行為を行ったとして、この市民に対し、大阪市が損

害賠償を求める訴訟を行い、その結果、大阪地裁が業務妨害行為を認定し、市民に対し、損害賠償の支払いを命じ

る判決が出たというものです。 

 こうした大量の情報公開請求への対策に関しては、知る権利の行使を制限する規定が法の趣旨に反することや、

知る権利を保障する観点から明確には定められておらず、今回の大阪市の訴訟のように、大量の情報公開請求が行

われ、行政機関の業務に支障が生ずる状態があっても、大阪市のように、その対応をせざるを得ないという問題が

全国で発生していると考えられます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ９月議会の一般質問では、行政サービスについて以下

の４点にわたり質問を行いました。 

■過度な情報公開請求や暴言等への対応について 

■市と関係がある企業への職員の対応について 

■全国で多発している爆破予告等への対応について 

■公共施設に設置されている自動販売機について 

 今回のみね新聞では、過度な情報公開請求や暴言等へ

の対応について記載してまいります。 

 

 

大和市議会議員  あかみね太一 （３５） 
【プロフィール】昭和 55年 11月 27日生まれ。   【討議資料】 

平成２７年、政党や組織の支援を一切受けずに大和市議会議員選挙に

挑戦し二期目の当選を果たす。古谷田議員、佐藤正紀議員、町田議員

と共に市議会で最も平均年齢が若い会派「明るいみらい大和」結成。 

妻とダウン症の８歳の娘（桜丘小３年）、５歳の長男と３歳の次男の

５人家族。桜ヶ丘在住。防災士としても活動を展開中。 

【発行・連絡先】あかみね太一ｔｅｌ＆ｆａｘ ０４６－２６８－８３３０ 

〒242-0014 大和市上和田 985-4サンヴェール桜ヶ丘 201 

 

 

■９月議会一般質問より 

 

■情報公開と暴言って何？ 

 



 

 
 

「みねスクエア」とは、自由に意見交換を行う少人

数の座談会です。予約や連絡、参加費用は必要あり

ません。ぜひご気軽にご参加下さい。 
●第８０回みねスクエア 
１１月２７日(日)１６：００～１７：００ 
場所：渋谷学習センター  ３０７会議室 
○第８１回みねスクエア  
１２月２５日(日)１６：００～１７：００ 
場所：桜丘学習センター  ２０２会議室 
●第８２回みねスクエア 
１月２２日(日)１６：００～１７：００ 
場所：渋谷学習センター  ３０７会議室 
公務や天候等により日程が変更になる可能性が
あります。恐れ入りますが参加される際はホーム
ページなどでご確認下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出張防災講習を行います！ 

皆様からのご要望にお応えして、防災士の私達が無料で出張

防災講習を行います。少人数でもかまいません。 

機材はこちらで用意いたします。気軽にお問い合わせ下さい。 

あわせて皆様からの様々なご意見をお待ちしております。 

メールアドレス  info@akamine.tv 

ツイッター    ＠ａｋａｍｉｎｅｍｉｎｅ 

電話・Ｆａｘ    046-268-8330 
（恐れ入りますが、不在も多いので、ｆａｘやメールのほうが助かります） 
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そこで、大和市でも市民から大量の情報公開請求を受けた事があるのか、本市で対応を行った職員が心身に異常を

来すほどの長時間にわたる電話や暴言、クレームを受けた事例はあるのか、大阪市のような事態に備え、本市ではど

のように対応していくのか、行政に回答を求めたところ、以下のような答弁がありました。 

■この数年間、長時間の窓口対応や多大な事務作業を伴う要求により、職員が疲労困憊し、精神的なストレスを抱える事

例が見受けられ、中には体調不良を訴える職員も生じている状況がある。 

■請求件数の増加傾向は顕著であり、平成24年度は60件であったものが、平成27年度には324件にまで増加し、わずか３

年で5.4倍に増えている。これは特定の者から頻繁に請求が行われていることが主な要因である。 

■業務が停滞し、市民サービスに影響が生じないか危惧している。市民の知る権利を最大限尊重した情報公開制度の運用

の基本に変わりはないが、市役所の業務に大幅な混乱が生じ、市民サービスの低下につながりかねない状況が危惧される

場合には、何が公益に合致するかという視点から、具体的な対応を検討する必要もあるものと考えている 

 

■大和市でも大量の公開請求が 

 

 

■悪意ある情報公開請求に対して 

 

 
 市長は、「行政内部を混乱状態に陥れるような制度を悪用した悪意、悪質な要求に対しては、行政コスト、職員の疲弊

度なども含め、その対応方法について総合的な検討を行い、組織として毅然と立ち向かっていく必要があると考えてい

る」と述べられました。 

 市民サービスの提供に悪影響を与えるような「知る権利」の濫用はあってはならないことであり、今後も必要な

対策を講じることを要望し、質問を終結しました。ぜひ皆様のご経験をお寄せ下さい。 
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